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注１　マイナ保険証は、資格情報のお知らせが届いてからご利用ください。
注２　データ登録完了前に医療機関に受診する場合は、職員厚生課（互助共済班）までご相談ください。
　　（連絡先：054-221-2026）

共済組合関係書類提出後の流れ（割愛採用者）

静岡県のホームページから関係
書類を入力し出力する

「静岡県　採用時の福利厚生関係の手続」で検索

4月1日
（組合員又は被扶養者）

　　　　共済組合の資格を取得

（組合員又は被扶養者）
　　　関係書類の提出

（共済組合）
　　　　資格取得情報の登録

「資格確認書」の交付
申請者のみ

随時交付

オンライン資格確認のための
データ登録完了

受付から約１０営業日

（共済組合）
「資格情報のお知らせ」の送付

登録完了後に交付

　資格取得後、すみやかに職員厚生課職員窓口へ提出ください
　届出が遅れると、マイナンバーカード（マイナ保険証）での使用が遅く
なり医療機関での受診が出来なくなりますのでご注意ください。

※関係書類を郵送する場合は、個人番号書類が含まれているため、
必ず追跡可能な記録付郵便（特定記録、簡易書留、レターパック等）
で送付



「資格確認書」とは

「資格確認書」とは、従来の保険証と同様の扱いとなり、医療機関に受診する際に提示することで
３割負担となるものです。
氏名変更や、資格を喪失した時などは、届出（様式）と併せて回収が必要になります。



【資格情報のお知らせとは】

　「資格情報のお知らせ」とは、社会保険診療報酬支払基金の「医療保険者等向け中間サーバー」

への加入者情報のデータ登録の完了をお知らせするため交付するものです。

　これにより、医療機関等の窓口でオンライン（オンライン資格確認等システム）による資格確認が出来、

マイナ保険証の利用が可能となります。

　オンライン資格システムを導入していない、又はカードリーダーが使えない場合等、御自身のマイナ

ポータル画面と「資格情報のお知らせ」を医療機関へ提示することで医療機関等において受診するこ

とがでます。

　※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することが出来ませんのでご注意ください。


